
告
　
　
示

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

指
定
地
方
公
共
機
関
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

一

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出
（

〃
　
　
　
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
同
意
を
求
め
る
た
め
の
届
出

（
水
　
産
　
課
）

○
公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
港
　
湾
　
課
）

公
　
　
告

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
三
件
）

（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

五

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六

監
査
委
員
告
示

○
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
る
包
括
外
部
監
査
の
事
務
の
補
助
者

七

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 58 号

平成 17 年

7 月26日（火曜日）

一

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
三
号

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十

二
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
方
公
共
機
関
と
し
て
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
次
の
と

お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

名
　
　
　
　
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

香
川
テ
レ
ビ
放
送
網
株
式
会
社
　
　
　
　
　
坂
出
市
京
町
一
丁
目
六
番
三
七
号

三
豊
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
放
送
株
式
会
社
　
　
観
音
寺
市
吉
岡
町
九
三
三
番
地

中
讃
ケ
ー
ブ
ル
ビ
ジ
ョ
ン
株
式
会
社
　
　
　
丸
亀
市
天
満
町
一
丁
目
一
二
番
一
八
号

株
式
会
社
ケ
ー
ブ
ル
メ
デ
ィ
ア
四
国
　
　
　
高
松
市
番
町
一
丁
目
六
番
八
号

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　

平
成
一
七
、
二
、
二
六
　
　
松
浦
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
　
仲
多
度
郡
琴
平
町
榎
井
七
一
一
―
一

平
成
一
七
、
三
、
三
一
　
　
宮
本
医
院
　
　
　
　
　
　
丸
亀
市
葭
町
一
〇
一
番
地

平
成
一
七
、
五
、
一
一
　
　
芥
歯
科
医
院
　
　
　
　
　
丸
亀
市
魚
屋
町
一
二
番
地
一
　

平
成
七
、
九
、
一
三
　
　
　
渕
田
歯
科
医
院
　
　
　
　
香
川
郡
香
川
町
川
東
下
一
七
〇
〇
の
一

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

告

示

し
ゅ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

二

休
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　
　
　
　
　

平
成
一
六
、
四
、
二
六
　
　
医
療
法
人
社
団
今
村
整
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
二
四
六
四
―
一

形
外
科
医
院

平
成
一
七
、
五
、
一
　
　
　
永
野
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
　
坂
出
市
京
町
二
―
四
―
三
九

平
成
八
、
一
〇
、
二
六
　
　
大
下
歯
科
医
院
　
　
　
　
三
豊
郡
詫
間
町
大
字
積
二
二
四
番
地

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医

療
機
関
か
ら
当
該
医
療
機
関
を
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

再
　
開
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
六
、
七
、
一
　
　
　
医
療
法
人
社
団
今
村
整
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
二
四
六
四
―
一

形
外
科
医
院

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　
　

辞
　
退
　
年
　
月
　
日
　
　

名
　
　
　
称
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
在
　
　
地
　
　

平
成
一
七
、
七
、
二
〇
　
　
三
谷
歯
科
医
院
　
　
　
　
木
田
郡
牟
礼
町
牟
礼
浜
二
五
三
三
―
二

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
を

求
め
る
た
め
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
の
指
定
漁
船
調
書
を
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
七
年
八
月
九
日
ま
で
本
島
漁
業
協
同

組
合
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

丸
亀
市
本
島
町
福
田
三
九
六
番
地
　
　
　
　
　
　
松
成
　
茂

丸
亀
市
広
島
町
立
石
一
一
九
番
地
ニ
　
　
　
　
　
谷
本
　
治
夫

丸
亀
市
広
島
町
小
手
島
ニ
八
七
四
番
地
一
　
　
　
大
倉
　
豊

二
　
加
入
区
の
名
称

本
島
加
入
区

三
　
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
三
条
第
一
項
の
申
出
を
す
る
漁
業
協
同
組
合
の
名
称

本
島
漁
業
協
同
組
合

●
香
川
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
公
有
水
面
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
竣
功
を
認
可
し
た
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
高
松
市
土
木
部
河
港
課
に
お
い
て
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
十
年
間
閲
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

一
　
竣
功
認
可
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
十
五
日

二
　
竣
功
認
可
を
受
け
た
者
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

香
川
県

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
知
事
　
真
鍋
武
紀

三
　
埋
立
区
域

１
　
位
置

一
　
第
一
―
一
工
区

高
松
市
香
西
北
町
七
三
九
番
か
ら
同
市
香
西
本
町
七
六
〇
番
三
四
の
地
先
公
有
水
面

二
　
第
一
―
四
工
区

し
ゅ
ん

し
ゅ
ん

し
ゅ
ん



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

三

高
松
市
香
西
北
町
七
四
七
番
の
地
先
公
有
水
面

三
　
第
二
―
一
工
区

高
松
市
香
西
北
町
七
四
七
番
の
地
先
公
有
水
面

２
　
区
域

一
　
第
一
―
一
工
区

次
の
①
の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、

の
地
点
か
ら
一
七
五
度
〇
六
分

〇
三
秒
　
四
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径
四
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
北
西
側
の
円
弧
、

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん

だ
線
、

の
地
点
か
ら
五
度
〇
〇
分
四
九
秒
　
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
円
心
と
す
る
半

径
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
円
弧
、

の
地
点

か
ら
⑬
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑬
の
地
点
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

①
の
地
点
　
芝
山
四
等
三
角
点
（
北
緯
三
四
度
二
一
分
一
〇
・
二
〇
六
秒
、
東
経
一
三
三
度
五

九
分
五
二
・
五
二
九
秒
。
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
か
ら
一
五
度
一
五
分
三
七
秒

七
八
二
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点
　
①
の
地
点
か
ら
一
九
〇
度
〇
〇
分
二
三
秒
　
二
四
八
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点
　
②
の
地
点
か
ら
二
七
五
度
〇
一
分
二
七
秒
　
一
四
〇
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点
　
③
の
地
点
か
ら
一
八
四
度
五
九
分
二
七
秒
　
一
五
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　
④
の
地
点
か
ら
二
七
四
度
五
九
分
三
九
秒
　
五
三
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
四
度
五
九
分
二
七
秒
　
一
九
六
・
九
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
三
一
〇
度
一
七
分
三
八
秒
　
一
九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
二
三
七
度
三
四
分
四
九
秒
　
四
四
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
二
〇
九
度
〇
五
分
四
八
秒
　
三
六
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
二
〇
七
度
五
六
分
四
九
秒
　
三
〇
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
二
〇
八
度
〇
八
分
五
七
秒
　
一
三
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点
　

の
地
点
か
ら
二
〇
六
度
五
八
分
四
〇
秒
　
二
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点
　
⑳
の
地
点
か
ら
二
〇
五
度
三
四
分
五
四
秒
　
四
〇
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点
　
⑲
の
地
点
か
ら
二
〇
六
度
四
一
分
〇
七
秒
　
一
〇
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点
　
⑱
の
地
点
か
ら
二
〇
七
度
四
五
分
四
三
秒
　
三
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点
　
⑰
の
地
点
か
ら
三
〇
四
度
五
五
分
三
四
秒
　
二
一
・
四
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点
　
⑭
の
地
点
か
ら
三
〇
度
〇
三
分
一
三
秒
　
二
三
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　
⑮
の
地
点
か
ら
九
五
度
〇
〇
分
四
七
秒
　
一
五
四
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
五
二
度
三
〇
分
二
〇
秒
　
四
四
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
九
度
五
九
分
四
九
秒
　
二
〇
八
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点
　

の
地
点
か
ら
一
二
四
度
五
七
分
四
二
秒
　
四
七
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点
　
⑩
の
地
点
か
ら
二
一
四
度
五
七
分
三
〇
秒
　
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点
　
⑪
の
地
点
か
ら
一
二
四
度
五
七
分
三
二
秒
　
一
六
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点
　
⑫
の
地
点
か
ら
一
九
〇
度
〇
〇
分
二
一
秒
　
一
五
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
　
第
一
―
四
工
区

次
の

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、

の
地
点
か
ら
五
度
〇
〇
分
一
二

秒
　
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で

の

地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
円
弧
、

の
地
点
か
ら

の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、

の
地
点
か
ら
二
七
九
度
五
九
分
五
一
秒
　
三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点
を
円
心
と
す
る
半
径

三
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
円
周
で

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
南
東
側
の
円
弧
、

の
地
点
か

ら
⑭
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
及
び

の
地
点
と
⑭
の
地
点
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域の

地
点
　
基
点
か
ら
三
三
四
度
一
七
分
五
五
秒
　
四
三
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
〇
度
〇
二
分
三
八
秒
　
一
一
一
・
一
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
〇
度
〇
二
分
二
四
秒
　
一
二
一
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
五
度
〇
〇
分
四
一
秒
　
一
五
五
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
九
三
度
〇
三
分
五
六
秒
　
四
四
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点
　

の
地
点
か
ら
一
〇
度
〇
〇
分
〇
四
秒
　
二
〇
七
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
二
四
度
五
八
分
一
五
秒
　
一
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
八
九
度
五
九
分
四
九
秒
　
二
〇
八
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
一
九
〇
度
五
七
分
四
四
秒
　
四
四
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

の
地
点
か
ら
二
七
五
度
〇
〇
分
四
七
秒
　
一
五
四
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

四

⑭
の
地
点
　
⑮
の
地
点
か
ら
二
一
〇
度
〇
三
分
一
三
秒
　
二
三
二
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
　
第
二
―
一
工
区

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
及
び

の
地
点
と

の
地
点
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

の
地
点
　
基
点
か
ら
三
三
四
度
一
七
分
五
五
秒
　
四
三
六
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
〇
四
度
五
五
分
五
三
秒
　
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
二
度
二
一
分
四
三
秒
　
三
五
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三
度
二
七
分
四
八
秒
　
一
〇
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
四
度
二
九
分
三
七
秒
　
四
〇
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

の
地
点

の
地
点
か
ら
三
三
度
〇
五
分
三
一
秒
　
二
五
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３
　
面
積

三
九
、
八
〇
三
・
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

四
　
免
許
の
年
月
日
及
び
番
号

１
　
免
許
年
月
日

平
成
六
年
九
月
五
日

２
　
免
許
番
号

五
港
Ａ
第
六
七
号

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
町
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
七
月
八
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

町
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

香
南
町
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
不
動
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
妙
光
寺
池
地
区

三
木
町
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
公
文
明
川
西
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
熊
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
鹿
伏
地
区

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
坂
出
市

王
越
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
下
津
　
昭
三
　
坂
出
市
王
越
町
木
沢
六
八
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
五
、
六

〃
　
　
　

友
則
　
〃
　
　
〃
　
　
乃
生
五
〇
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
上
野
　
寅
太
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
六
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
乃
村
　
　

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
五
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
吉
本
　
哲
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
四
〇
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
野
田
　
孔
字
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
七
一
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
坂
本
　
岩
八
　
〃
　
　
〃
　
　
木
沢
一
一
二
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
本
　
貞
巳
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
九
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
下
浦
　
　
剛
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
二
六
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
北
山
　
定
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
古
家
　
　
整
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
六
〇
八
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
森
田
　
　

〃
　
　
〃
　
　
乃
生
二
九
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
山
下
　
　
博
　
〃
　
　
〃
　
　
木
沢
一
〇
二
九
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

五

理
　
事
　
下
津
　
昭
三
　
坂
出
市
王
越
町
木
沢
六
八
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
五
、
七

〃
　
　
　
野
田
　
正
行
　
〃
　
　
〃
　
　
乃
生
八
一
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
新
谷
　
豊
敏
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
九
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

友
則
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
五
〇
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
向
畑
　
照
良
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
四
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
向
畑
　
　
昇
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
四
六
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
条
　
　
哲
　
〃
　
　
〃
　
　
木
沢
九
三
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
本
　
和
一
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
九
八
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
中
　
員
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
四
一
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
北
山
　
定
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
北
山
　
幸
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
五
六
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
乃
村
　
政
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
乃
生
八
四
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
金
生
　
元
市
　
〃
　
　
〃
　
　
木
沢
一
六
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
郡

綾
歌
町
輪
工
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
真
井
　
敏
男
　
丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
三
一
七
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
六
、
五

〃
　
　
　
眞
鍋
　
泰
治
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
八
二
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
水
澤
　
孝
義
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
〇
八
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
水
澤
　
幸
造
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
七
四
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

尾
　
明

〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
九
二
七
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
大
屋
敷
繁
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
五
三
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
浦
山
　
健
一
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
〇
二
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
水
澤
　
敏
樹
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
一
二
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
丸
尾
　

次
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
一
七
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
三
井
　
秀
昭
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
六
三
番
地
第
一
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
水
澤
　
　
茂
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
八
一
〇
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
向
谷
　
文
治
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
二
〇
〇
番
地
四
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
畑
　
耕
作
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
七
一
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
丸
尾
　
和
義
　
丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
二
八
一
六
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
六
、
六

〃
　
　
　
平
池
　

善
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
八
三
九
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

尾
　
則
光
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
九
五
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
長
法
ツ
グ
ミ
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
一
二
七
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
糸
川
　
和
生
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
五
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
津
村
　
豊
三
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
九
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
井
上
　
孝
信
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
一
四
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
カ
ズ
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
七
六
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
川
　
定
生
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
七
四
五
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
松
井
　
修
三
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
八
四
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
河
井
　
　
克
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
五
三
〇
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
水
澤
　
範
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
三
〇
八
二
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
赤
澤
　
正
幸
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
二
七
二
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
尾
　
政
義
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
一
八
六
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
川
県

三
豊
郡
三
野
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

六

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
嶋
田
　
正
幸
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
甲
一
九
九
番
地
三
　
　
　
　
平
成
一
七
、
六
、
二
一

〃
　
　
　
松
田
　
邦
利
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
六
八
九
九
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
加
賀
宇
正
則
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
八
四
九
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
岡
根
　

雄
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
三
〇
二
五
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
　
力
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
二
二
〇
一
番
地
二
　
　
　
〃

〃
　
　
　
岩
本
　
幸
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
瀬
二
六
一
三
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
新
庄
　
一
博
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
二
二
四
六
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
新
延
　
貞
義
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
吉
津
甲
一
五
三
七
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
塩
田
　
慶
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
乙
七
五
八
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
石
井
　
正
秋
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
一
一
〇
番
地
三
　
　
　
〃

〃
　
　
　
青
野
　
　
稔
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
二
一
四
番
地
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
竹
内
　
勲
生
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
大
見
甲
一
四
二
六
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

和
之
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
瀬
三
四
四
番
地
一
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
口
　
喜
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
吉
津
乙
二
三
五
一
番
地
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
眞
鍋
　
欣
之
　
三
豊
郡
三
野
町
大
字
大
見
甲
一
九
二
番
地
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
六
、
二
二

〃
　
　
　
松
田
　
邦
利
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
六
八
九
九
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
加
賀
宇
正
則
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
八
四
九
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
田
中
　
一
明
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
五
三
九
八
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
　
力
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
二
二
〇
一
番
地
二
　
　
　
〃

〃
　
　
　
石
井
　
正
秋
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
吉
津
甲
一
一
一
〇
番
地
三
　
　
　
〃

〃
　
　
　
新
延
　
貞
義
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
甲
一
五
三
七
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
塩
田
　
清
勝
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
乙
七
五
六
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
口
　
喜
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
乙
二
三
五
一
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

鍋
　
　
惠
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
瀬
二
五
九
六
番
地
一
　
　
　
〃

〃
　
　
　
新
庄
　
一
博
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
二
二
四
六
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　

和
之
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
　
三
四
四
番
地
一
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
竹
内
　
勲
生
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
大
見
甲
一
四
二
六
番
地
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
　
　
　
登
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
吉
津
乙
六
八
八
番
地
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
丸
岡
　
光
春
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
瀬
二
五
四
番
地
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
綾
歌
郡

綾
歌
町
輪
工
池
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
寺
嶋
　
弘
育
　
丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
一
九
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
七
、
三
、
三
一

●
香
川
県
公
告
第
四
百
五
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　

地
区
名
　
　

工
事
完
了
年
月
日
　
　

行
っ
た
者
の
名
称

豊
中
町
土
地
改
良
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
原
下
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
一
一
、
三
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
（
水
路
新
設
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
二
の
池
下
地
区
　
平
成
一
六
、
一
二
、
一
〇

（
水
路
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
深
谷
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
七
、
五

（
水
路
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
徳
前
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
一
二
、
三

（
水
路
改
修
事
業
）



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

七

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
田
井
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
一
二
、
一
五

（
水
路
補
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
天
皇
池
地
区
　
　
平
成
一
六
、
六
、
一
〇

（
た
め
池
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
中
尾
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
六
、
二
五

（
揚
水
機
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
寺
岡
地
区
　
　
　
平
成
一
六
、
八
、
一
九

（
揚
水
機
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
岡
本
谷
地
区
　
　
平
成
一
六
、
一
一
、
三
〇

（
揚
水
機
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
北
畑
か
ん
地
区
　
平
成
一
六
、
一
〇
、
二
五

（
揚
水
機
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
普
入
池
地
区
　
　
平
成
一
七
、
二
、
一
五

（
水
路
改
修
事
業
）

豊
中
町
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
大
津
池
地
区
　
　
平
成
一
六
、
一
二
、
一
三

（
た
め
池
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
大
苗
代
地
区
　
　
平
成
一
七
、
一
、
三
一

（
水
路
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
財
田
地
区
　
　
　
平
成
一
七
、
三
、
二
五

（
水
路
改
修
事
業
）

詫
間
町
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
天
満
地
区
　
　
　
平
成
一
七
、
三
、
一
五

（
農
道
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
池
尻
地
区
　
　
　
平
成
一
七
、
三
、
二
五

（
水
路
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
鴨
ノ
越
地
区
　
　
平
成
一
七
、
三
、
二
五

（
水
路
改
修
事
業
）

〃
　
　
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
　
新
浜
地
区
　
　
　
平
成
一
七
、
一
、
一
二

（
水
路
改
修
事
業
）

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

香
川
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
　
武
　
田
　
安
　
紀
　
彦

香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
香
川
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
十
五
１
の
部
中
五
の
項
を
六
の
項
と
し
、
四
の
項
を
五
の
項
と
し
、
三
の
項
を
四
の
項
と
し
、

二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

監
査
委
員
告
示

人
事
委
員
会
規
則

●
香
川
県
監
査
委
員
告
示
第
２
号

包
括
外
部
監
査
人
大
西
俊
哉
が
実
施
す
る
監
査
の
事
務
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第

252条
の
32第

1
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
者
に
補
助
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
と
包
括
外
部
監

査
人
大
西
俊
哉
と
の
間
で
協
議
が
調
っ
た
の
で
、
同
条
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

平
成
17年

7
月
26日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
栗
　
田
　
隆
　
義

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
野
　
田
　
峻
　
司

補
助
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
補
助
で
き
る
期
間

石
　
川
　
　
　
豊
　
香
川
県
高
松
市
福
岡
町
2
丁
目
20番
23号

武
　
田
　
宏
　
之
　
香
川
県
高
松
市
多
肥
下
町
1262番

地
3

平
成
17年

8
月
1
日
か
ら

平
成
18年

3
月
31日
ま
で



平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
七
月
二
十
六
日

（
第
九
二
五
五
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

三
　
専
門
職
学
位
課
程
修
了
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
専
門
職
大
学
院
専
門
職
学
位
課
程
（
同
法
第

六
十
五
条
第
二
項
の
専
門
職
大
学
院
の
課
程
の
う
ち
標
準
修
業
年

限
（
当
該
標
準
修
業
年
限
が
専
門
職
大
学
院
設
置
基
準
（
平
成
十

五
年
文
部
科
学
省
令
第
十
六
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
変
更
が
な
い

も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
標
準
修
業
年
限
）
が
二
年
以
上
の
も

の
に
限
る
。
）
の
修
了

別
表
第
十
七
修
士
課
程
修
了
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

専
門
職
学
位
課
程
修

一
八
年
　
＋
　
　
二
年
　
＋
　
　
四
年
　
＋
　
　
六
年
　
＋
　
　
九
年

了
別
表
第
十
九
の
備
考
第
二
項
中
「
警
察
学
校
の
初
任
総
合
科
の
卒
業
者
」
を
「
警
察
に
お
け
る
採
用
時

教
養
の
修
了
者
」
に
改
め
る
。

「

「

修
士
課
程
修
了

修
士
課
程
修
了

別
表
第
二
十
四
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
　
専
門
職
学
位
課
程
修
了
　
　
に
改
め
る
。

大

学

六

卒

」

大

学

六

卒

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


